
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

お墓には継承者（あとつぎ）が必要です。 

 

 
講 師 須齋 美智子 

   NPO 法人 ライフ・アンド・エンディングセンター 理事長 

 
       既にお墓がある方にもお墓の守り手がない方があります。お墓を建 

立しても、後継者が得られないという方も多くなっています。幸い後 
継者があった場合でも、お墓を建立するには相応の費用が掛かります。 
また、維持するためにも相当の費用を見込まなくてはなりません。 
LEC では単身の方や子のないご夫婦に、墓じまい「死後事務委任」を 
お勧めしています。死後事務を受任した場合には、役所等への諸手続 
きのほか、家財の始末や葬儀、由緒ある寺（当法人会員）への納骨も 
お引き受けしています。個別相談は初回無料です。 

 
 

               ■ 日 時 2022年 12月 15日（木）午後 2時～4時 

       ■ 場 所 浦和コミュニティセンター 第 7 集会室 
           （浦和駅東口駅前 コムナーレ 10 階） 
       ■ 定 員 20 名     ■ 資料代 会員 500 円 一般 800 円               
   

 

エンディングノート「もしもノート」の書き方講座を開いています。 

12 月の開催日 : 7 日（水）午後２時～３時 30 分 

場所：JR 北与野駅前（徒歩１分）Mio５階 参加費：会員 500 円  一般 700 円   

いずれもお申し込み・お問い合わせは下記へ                  

■ 電話 048-856-5673 Fax 048-855-1006  Email: office@npolec.org 

           主 催 NPO法人ライフ・アンド・エンディングセンター    

人が命を全うして穏やかに人生を締めくくることそれが大往生 
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